
新居浜市高度人材確保支援事業費補助金
県が行うプロフェッショナル事業または内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用し、高度人材の採用にかかる費
用の一部を負担することで、市内中小企業者が必要とする即戦力人材の確保支援に取り組み、新居浜市へのUIJターンの
促進を図る。

愛媛県新居浜市

助成型（※2）

人材育成・雇用

・中小企業者であって、指定の対象業種を営んでいること
・新居浜市内に本店又は本社を有する会社若しくは住所を有する個人
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・市税の滞納がないこと

2024年4月1日～2025年3月31日

民間人材紹介事業者へ支払う人材紹介手数料の1/2以内
補助上限額：20万円

補助対象となる事業：プロフェッショナル人材事業（愛媛県プロフェッショナル人材戦略
拠点が実施するマッチングサポート）または先導的人材マッチング事業（内閣府より認定
を受けた金融機関が実施するマッチングサポート）を利用し、高度人材を雇用した際に、
民間人材紹介事業者への人材紹介手数料を市内中小企業者が負担した場合

新居浜市役所 経済部 産業振興課
電話：0897-65-1260

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/r6hojo.html
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